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本山町鳥獣被害防止計画 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             ＜連絡先＞ 

担 当 部 署 名 本山町まちづくり推進課 

所 在 地 高知県長岡郡本山町本山６３６ 

電 話 番 号 ０８８７－７６－３９１６ 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 ０８８７－７６－２９４３ 

メールアドレス sangyoushinkou@town.motoyama.lg.jp 

  

計画策定年度 令和４年度 

計画主体 本山町 



１．対象鳥獣の種類、被害防止計画の期間及び対象地域 
 

対象鳥獣 イノシシ、ニホンジカ、サル、ハクビシン、カラス類（ハシブトガラス、

ハシボソガラス、ミヤマガラス）、アオサギ、カワウ、ヒヨドリ、タヌ

キ、ノウサギ 

 

計画期間 令和５年度～令和７年度 

対象地域 高知県本山町(国有林含む) 
 
２．鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関する基本的な方針                   

（１）被害の現状（令和３年度） 

 
 鳥獣の種類 

 被 害 の 現 状 

 品   目  被 害 数 値 

ｈａ 万円 

イノシシ 水稲 

野菜等 

果樹 

飼料作物 

1.51 

8.37 

1.05 

1.54 

120.5 

42.4 

5.6 

11.7 

ニホンジカ  水稲 

 野菜等 

 果樹 

 飼料作物 

林産物 

0.11 

2.45 

1.69 

0.39 

2.54 

8.9 

17.6 

8.4 

3.6 

61.3 

サ  ル 水稲 

野菜等 

果樹 

0.01 

2.55 

1.31 

1 

15.7 

19.4 

ハクビシン 野菜等 

果樹 

0.09 

0.57 

0.3 

3.1 

カ ラ ス類 水稲 

野菜等 

果樹 

0.02 

0.69 

0.06 

1.5 

1.9 

0.4 

アオサギ 川魚全般 － 25 

カ ワ ウ 川魚全般 － 25 

ヒヨドリ 野菜等 － － 



タヌキ 野菜等 

果樹 

0.19 

0.73 

0.5 

2.8 

ノウサギ 野菜等 0.02 0.1 

合計 

水稲 

野菜等 

果樹 

飼料作物 

林産物 

川魚全般 

1.65 

14.36 

5.41 

1.93 

2.54 

- 

131.9 

78.5 

39.7 

15.3 

61.3 

50 

合 計 25.89 376.7 

 ※有害鳥獣捕獲許可申請書内の被害数値を参考として記載。 

  但し、国有林野における被害状況は未計上であると共に、現地確認における最小限 

の被害数値を記載しているため、実際の被害数値は大幅に増加する。 

 

（２）被害の傾向 

 本山町は、イノシシ、ニホンジカ、サルによる農作物への被害が中心である。また、

近年はニホンジカによる林産物への被害も目立っている。 

 

●イノシシ 

生息地域及び被害地域は町内全域である。 

４月から５月頃はタケノコへの食害、８月～１０月頃は水稲等の穀類への食害が

生じている。特に、水稲の収穫時期に水田に侵入し、水稲を倒伏させる被害は、農

業生産意欲を著しく喪失するほどである。 

近年、里山においてイノシシと遭遇する頻度が高くなっており、地域住民からも

多くの情報を寄せられ、捕獲の強化が必要と感じている。 

 

●ニホンジカ 

  町内全域に生息し、農林作物等への被害が深刻化している。 

  特に、近年は本山町北岸地域を中心として、スギ、ヒノキ等の造林木の食害が拡大

し、樹木の販売価値を損ねている。また、植生が失われることで、森林の水源涵養機

能の低下や土壌崩壊等の被害も考えられる。 

 

●サル 

  町内北岸地域に生息し、複数の群れにより構成されており、約350頭が生息してい

ると考えられる。また、近年は町内中部地域にも生息する個体が多く、確認されて

いる。 

  被害地域は、特に汗見川流域で著しく、水稲・タケノコ・果樹・野菜等への食害

が生じている。目撃情報等から、人馴れが進んだ個体や群れがいると思われ、今後

の被害拡大が懸念される。 

 



●ハクビシン 

野菜や果樹を中心に食害が生じている。被害規模や捕獲頭数は少ないが、一年を

通じて被害が生じている。 

 

●カラス類 

  苗床(水稲)に使用するビニルの損傷、田植え直後の(苗の)踏み込み、野菜等への

食害が生じている。 

  被害状況や捕獲実績を考えると生息数は減少傾向にあると思われるが、今後も継

続した活動が必要である。 

 

●アオサギ・カワウ 

  アユ・アメゴ等の川魚全般に被害が著しい。被害地域は、吉野川を中心に支流と

なる河川全てである。吉野川内の石は、カワウ及びサギ類の糞尿により白く色付い

ている箇所も見受けられる。 

吉野川において、群れ(20羽以上)で飛来するカワウや岩の上で休息するアオサギ、

を容易に確認できることより、被害の深刻さを感じ取ることができる。 

 

●ヒヨドリ 

  果樹における被害を有する。被害地域は町内全域である。 

 

●タヌキ 

農作物を中心に食害が生じている。被害傾向はハクビシンと類似しており、一年

を通じて被害が生じている。近年人家近くでも出没する状態である。 

 

●ノウサギ 

   近年、野菜等への食害が生じている。また、設置した侵入防止柵の隙間から農地

への侵入も確認されている。 

 

（３）被害軽減目標 

鳥獣の種類 
現状値(R3年度) 目標値(R7年度) 

面積(ｈａ) 金額(万円) 面積(ｈａ) 金額(万円) 

イノシシ 12.47 180.2 8.72 126.1 

ニホンジカ 7.18 99.8 5.02 69.8 

サル 3.87 36.1 2.70 25.2 

ハクビシン 0.66 3.4 0.46 2.4 

カラス類 0.77 3.8 0.54 2.6 

アオサギ － 25 － 17.5 

カワウ － 25 － 17.5 

ヒヨドリ 0 0 0 0 

タヌキ 0.92 3.3 0.64 2.3 

ノウサギ 0.02 0.1 0.01 0.1 



（４）従来講じてきた被害防止対策 

 従来講じてきた被害防止対策 課   題 

捕獲等に関す

る取組 

 

 

・有害鳥獣捕獲許可 

 ・捕獲報償金の交付 

 ・捕獲機材の導入 

 ・狩猟免許試験周知 

 ・狩猟免許取得経費の助成 

 ・狩猟者保険等の助成 

 

・狩猟者の高齢化等に伴う狩猟者数

の減少 

・狩猟技術の伝承 

防護柵の設置

等に関する取

組 

・ワイヤーメッシュ柵 

・シカ・イノシシ用ネット柵 

・電気柵 

 

・捕獲対策と同様に高齢化等により、

対策の継続が難しくなりつつあ

る。 

・サル対策は必要であるが、徹底する

に至っておらず、根本的な対策の

見直しと取り組みが必要であり、

緊急課題である。 

 

 

（５）今後の取組方針 

 有害鳥獣被害対策協議会、及び鳥獣被害対策実施隊の活動を中心に関係機関・団体と

農林業者間の連携を深める。地域懇談会や研修会の開催を実施し、有害鳥獣被害対策体

制の整備に努め、鳥獣保護と捕獲との調整を図っていく。 

有害鳥獣捕獲の担い手となる狩猟者の確保対策を推進し、持続的な個体数調整を目

指す。 

鳥獣の個体数減少につながる捕獲対策(妊娠期のメスジカ捕獲等)の検討が必要であ

る。 

捕獲と防除を一体的に取り組むことで、被害の軽減につなげていく。 

近隣市町村(土佐町、大豊町、大川村)との連携によるシカ連携捕獲（毎年10月及び３

月）を実施する。 

  

 

３．対象鳥獣の捕獲等に関する事項 

（１）対象鳥獣の捕獲体制 

鳥獣被害対策実施隊の活動を通じて地元猟友会と地域住民の協力体制強化に努め

る。世論の理解のもと、捕獲経費の拡大・拡充を図り、捕獲活動の継続を強力に推進す

る。 

・鳥獣被害対策実施隊・・・体制、規模等については６の（３）のとおり。 

・嶺北地区猟友会・・・農林業者及び地域住民から鳥獣捕獲の依頼等を受け、地区毎

で狩猟活動を実施する班(グループ)等が有害鳥獣の捕獲を行う。 

 

 

 

 

 

 



（２）その他捕獲等に関する取組 

年度 対象鳥獣 取組内容 

Ｒ５ 

～ 

Ｒ７ 

イノシシ 

ニホンジカ 

サル 

ハクビシン 

カ ラ ス類 

アオサギ 

カ ワ ウ 
ヒヨドリ 
タヌキ 
ノウサギ 

・捕獲機材の導入（鳥獣被害防止総合対策事業） 

・農家等の狩猟免許取得の推進、捕獲技術向上と管理方法 

の徹底 

・狩猟技術の向上を図るため研修会等の開催 

・狩猟技術に長けた狩猟者による狩猟技術講習会の開催 

・狩猟に関して地域住民の理解を得るため、広報等を活

用した活動の周知 

・被害防止および捕獲に係る補助事業の活用 

・被害対策に係る ICT 活用 

 

（３）対象鳥獣の捕獲計画 

捕獲計画数等の設定の考え方 

イ ノ シ シ 

近年の年間捕獲頭数は平均90頭程度で推移しているが、被害状況に減少傾向はみられ

ず、依然として水稲を中心とした被害が深刻である。 

捕獲実績及び被害状況を勘案し、年間捕獲目標頭数を150頭とする。 

※有害捕獲実績：R1：50頭、R2：141頭、R3：82頭 

 

ニホンジカ 

本山町ではニホンジカが年々増え続けており、農作物、林産物等に多大な被害を及ぼ

し深刻な山村崩壊問題となっている。被害状況や捕獲実績を考えると、減少傾向はみら

れず、今後も積極的な捕獲活動を行っていく必要がある。 

直近年度の捕獲実績及び被害状況等を考慮し、年間目標頭数を200頭とする。 

※有害捕獲実績：R1：156頭、R2：193頭、R3：228頭 

 

サ ル 

農作物等への被害と山際に生活する住民の生活に対する不安は増加しており、ここ

数年では中央部、山際から離れた場所での目撃情報も増えていることもあり、一層の緊

急を要するものである。近年は、平均捕獲頭数が10頭程度で推移しているが、被害状況

や目撃情報を考慮し、年間目標頭数を20頭とする。 

 また、集落の協同体制の確立が必要と考える。 

 ※有害捕獲実績：R1：0頭、R2：7頭、R3：11頭 

 

ハクビシン 

 農作物への被害は、安定して起きており、近年の被害状況と捕獲実績を勘案して、年

間捕獲目標頭数を40頭とする。 

※有害捕獲実績：R1：24頭、R2：35頭、R3：32頭 

 

カラス類 

 近年の被害状況や捕獲実績を考えると生息数ならびに被害農地が減少傾向にあると

思われる。直近の捕獲羽数を基に年間目標羽数を30羽とする。 

※有害捕獲実績：R1：8羽、R2：11羽、R3：18羽 



 

アオサギ・カワウ 

 河川の淡水魚全般における食害が深刻化している。特にカワウは、20羽以上の群れで

行動するため、被害が顕著である。毎年、淡水魚(アユ・アメゴ等)の稚魚を放流してい

るが、アオサギ・カワウの食害により放流活動が無と化している現状より、鳥獣捕獲許

可数及び申請回数を考慮し、年間捕獲目標羽数は100羽(アオサギ及びカワウ捕獲羽数

の合計値)とする。 

※有害捕獲実績：R1：13羽、R2：54羽、R3：70羽 

 

ヒヨドリ 

 果樹等への食害が認められる。直近年度において、捕獲実績はないが、必要に応じ

て捕獲を実施する。 

鳥獣捕獲許可数及び申請回数を考慮し、年間捕獲目標羽数は10羽とする。 

※有害捕獲実績：R1：0羽、R2：0羽、R3：0羽 

 

タヌキ 

農作物を中心に食害が生じている。被害傾向はハクビシンと類似しており、一年

を通じて被害が生じている。近年人家近くでも出没する状態である。また、農作物以

外にも、家畜への被害の事例有。 

被害状況・捕獲実績（特に直近年度）を考慮し、年間捕獲目標頭数は120頭とする。 

 ※有害捕獲実績：R1：99頭、R2：146頭、R3：114頭 

 

ノウサギ 

   近年、水稲への食害が報告されている。また、設置した侵入防止柵の隙間から農

地への侵入も確認されてきている。 

被害状況を考慮し、年間捕獲目標頭数は30頭とする。 

 ※有害捕獲実績：R1：8羽、R2：9羽、R3：11羽 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象鳥獣 

(個体密度等) 

捕獲計画数等 

R5年度 R6年度 R7年度 

イノシシ 150 150 150 

ニホンジカ 200 200 200 

サ  ル 20 20 20 

ハクビシン 40 40 40 

カラス類 30 30 30 

アオサギ 50 50 50 

カ ワ ウ 50 50 50 

ヒヨドリ 10 10 10 

タヌキ 120 120 120 

ノウサギ 30 30 30 



 

 

 

（４）許可権限委譲事項 

対象地域 対象鳥獣 

該当なし 該当なし 

 

４．防護柵の設置その他の対象鳥獣の捕獲以外の被害防止施策に関する事項 

（１）侵入防止柵の整備計画 

対象鳥獣 
整   備   内   容 

R5年度 R6年度 R7年度 

ニホンジカ ネット柵 1,000m ネット柵 1,000m ネット柵 1,000m 

イノシシ 電気柵  10,000m 電気柵  1,000m 電気柵  1,000m 

（２）その他被害防止に関する取組 

捕獲等の取組内容 

●鳥獣捕獲対象地域は、原則として本山町内とする。 

 ※但し、近隣町村との合同予察捕獲活動については、市町村間での調整・合意によ

るものとする。 

 ※捕獲活動の実施は、適正地において行うものとする。 

 

●主に銃器・わな・檻を用いて対象鳥獣の捕獲を行う。 

 

●４月１日から１１月１４日までは、有害鳥獣捕獲活動として、ニホンジカ・イノシ

シを対象とした捕獲活動を行う。 

 

●４月１日から１１月１４日まで及び翌年２月１６日から３月３１日までは、有害鳥

獣捕獲活動として、ハクビシン・カラス・アオサギ・カワウ・ヒヨドリ・タヌキ・ノ

ウサギ等を対象とした捕獲活動を行う。 

 

●サルは、年間を通じて、有害鳥獣捕獲として捕獲活動を行う。 

 

●ニホンジカは、３月から６月頃までのメスジカ(妊娠中)の捕獲が個体数減少に有効

と考えるため、捕獲重点期間として位置付けを検討する。 

 

●イノシシは、８月から９月頃までの稲穂が実る時期を捕獲重点期間として位置付け

を検討する。 

 

●予察捕獲の必要性は十分認識しており、近隣町村との連携により予察捕獲を検討・

実施する。 

しかし、出役者の招集及び報酬確保の手法について課題を有する。 

ライフル銃による捕獲等を実施する必要性及びその取組内容 

 



情報提供 

R5年度 

～ 

R7年度 

地域における懇談会や講習会等を通じて鳥獣情報の収集を行い、緩

衝帯の整備、放任果樹の除去などの生息環境管理活動を実施する。 

また、地域住民の理解と協力により、鳥獣捕獲活動を円滑に実施で

きるよう、捕獲活動の必要性等について普及啓発を行う。 

特にニホンジカの捕獲に関しては、国有林野内の捕獲となる場合も

あることから、該当する機関との協議・調整が必要と考える。 

本山町は、愛媛県との県境に位置する。ニホンジカの捕獲活動中に

おいても、他県での捕獲はできない状況にある。市町村間の連携も必

要であるが、近隣県間の調整も必要と考えるため、県同士の調整と、

農政局・林野庁の積極的な協力を依頼する必要性を感じている。 

 
５．対象鳥獣による住民の生命、身体又は財産に係る被害が生じ、又は生じる恐れがある
場合の対処に関する事項 
（１）関係機関等の役割 

（注）１ 関係機関等には、都道府県、警察、市町村、鳥獣被害対策実施隊、猟友会等の名称を記入する。 

２ 役割欄には、緊急時又は平常時において、各関係機関等が果たすべき役割を記入する。 

３ 対象鳥獣による住民の生命、身体又は財産に係る被害が生じ、又は生じる恐れがある場合の対処に関して、規 

定等を作成している場合は添付する。 

 

（２）緊急時の連絡体制 

 

 

 

 

 

 

 

 （注） 緊急時の各関係機関等の連絡体制及び連絡方法等をフロー図等により記入する。 

６．被害防止施策の実施体制に関する事項 

関係機関等の名称 役割 

鳥獣被害対策実施隊 地域巡回、情報収集・提供 

嶺北地区猟友会（鳥獣保護管理員含

む） 
有害鳥獣に係る情報収集・提供、捕獲活動 

高知県中央東農業振興センター 

（嶺北農業改良普及所） 
地域巡回、情報収集・提供 

区長会 情報提供 

高知県農業協同組合 れいほく支所 地域巡回、情報収集・提供 

高知県農業共済組合 土佐支所 地域巡回、情報収集・提供 

本山町森林組合 地域巡回、情報収集・提供 

嶺北森林管理署 国有林に関する情報提供 

本山警察署 地域巡回、情報収集・提供、警戒、広報 

高知県鳥獣対策課 各関係機関との連絡・調整、情報収集・提供 

本山町まちづくり推進課 事務局を担当し、協議会に関する連絡・調整を行う。 

高知県 

本山町 

高知県農業協同組合 れいほく支所 
高知県農業共済組合 土佐支所 
本山町森林組合 
嶺北林業振興事務所 
嶺北森林管理署 
嶺北漁業協同組合 
区長会 

嶺北地区猟友会 
鳥獣保護管理員 

本山警察署 

連絡調整・情報提供 

連絡調整・情報提供 

連絡調整・情報提供 

出動要請・情報提供・連携 

鳥獣被害対策実施隊 



 （１）被害防止対策協議会に関する事項 

被害防止対策協議会の名称 本山町有害鳥獣被害対策協議会 

 

構成機関の名称 役   割 

嶺北地区猟友会(鳥獣保護管理

員含む) 

有害鳥獣関連情報の提供と有害鳥獣捕獲の活動を行

う。 

高知県中央東農業振興センター

(嶺北農業改良普及所) 

有害鳥獣関連情報の提供を行う。 

高知県中央東林業事務所 

(嶺北林業振興事務所) 

有害鳥獣関連情報の提供を行う。 

区長会 地域住民に対し、理解と協力を啓発する。 

高知県農業協同組合 れいほく

支所 

対象地域を巡回し、営農（技術）指導や情報提供を行

う。 

高知県農業共済組合 土佐支所 営農（技術）指導や情報提供を行う。 

本山町森林組合 有害鳥獣関連情報の提供を行う。 

嶺北漁業協同組合 有害鳥獣関連情報の提供を行う。 

本山町まちづくり推進課 事務局を担当し、協議会に関する連絡・調整を行う。 

 

（２）関係機関に関する事項(次の機関に協力と理解を得ることが必要) 

関係機関の名称 役     割 

嶺北森林管理署 国有林に関する情報の提供、被害防止技術の情報交換等を行う。 

本山警察署 住宅地等、住民への被害発生時の連携を行う。 

高知県鳥獣対策課 有害鳥獣関連対策の情報提供や指導を行う。 

 

（３）鳥獣被害対策実施隊に関する事項 

設置日：平成25年5月1日 

任期 ：2年 

構成 ：町職員（うち、対象鳥獣捕獲員0名） 

規模 ：町職員2名（本山町まちづくり推進課職員2名） 

実施隊が行う被害防止策： 

    集落点検見回り、追い払い、生息・被害調査、広報、啓発等 

事務局：本山町まちづくり推進課 

 

（４）その他被害防止施策の実施体制に関する事項 

現時点では、地元猟友会を中心として、鳥獣被害の防止活動に取り組んでいる。今

後協議を重ねるなかで、必要とされる事項等が生じた場合には、協力を要請する等の

取組を考えている。 

 

７．捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項 

 捕獲した鳥獣は、状況に応じて適切に処理(埋設等)することとする。 

 

 

８. 捕獲等をした対象鳥獣の食品としての利用等その有効な利用に関する事項 



 ニホンジカ等は、高知県内において、食肉（食材）としての利活用が検討・実施さ

れている。本山町としても、捕獲鳥獣の有効活用のため、食肉（食材）としての利活

用を目指し、施設整備や推進体制等について関係者と協議を進め、取り組みを検討す

る。 

 なお、シカ肉等を食肉として加工、販売する場合は、関連する法律(食品衛生法等)

を十分理解し、「よさこいジビエ衛生管理ガイドライン」を参考とした上で食肉とし

て使用するものとする。 

 

９．その他被害防止施策の実施に関し必要な事項 

被害防止対策については、関係機関等と連絡を密にして被害状況を的確に把握し、生

態系にも配慮した防止策の確立を図る。 

また、嶺北地域内での狩猟免許取得に関連する講習会の実施等、近隣町村と調整を行

い、狩猟者数の増加を図るための取り組みを行う。 

鳥獣の人家付近への出没など人的被害が懸念される場合、関係機関と連携し、地元住

民への注意喚起や追い払い、捕獲等の措置を講ずるものとする。 

 


